
最
高
裁
判
所
判
事

草く
さ

の

こ
う

い
ち

野
耕
一

昭
和
三
〇
年
三
月
二
二
日
生

略
　
歴

千
葉
県
千
葉
市
生
ま
れ
。
千
葉
大
附
属
小
・
附
属

中
、
県
立
千
葉
高
を
経
て 

昭
和
五
三
年　

三
月　

東
京
大
学
法
学
部
卒
業
、
四
月
司
法
修
習
生

　
　

五
五
年　

四
月　

弁
護
士
登
録
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

　
　

六
一
年　
　
　
　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
修
士
（
Ｌ
Ｌ
．
Ｍ
．）

平
成
一
六
年　
　
　
　

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
（
当
時
の
名
称
「
西
村
と

き
わ
法
律
事
務
所
」）
代
表
パ
ー
ト
ナ
ー

　
　

一
九
年　
　
　
　

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
客
員
教
授

　
　

二
五
年　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

　
　

二
六
年　
　
　
　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
法
科
大
学
院
客
員
教
授

　
　

三
〇
年　
　
　
　

東
京
大
学
博
士
（
法
学
）

　
　

三
一
年　

二
月　

最
高
裁
判
所
判
事　
　
　

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一　

令
和
元
年
九
月
一
三
日　

第
二
小
法
廷
判
決

漁
業
権
に
基
づ
く
潮
受
堤
防
排
水
門
の
開
門
請
求
に
対
す
る
請
求
異
議

を
認
容
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
た
多
数
意
見
の
結
論
に
賛
同
し
つ
つ
大
要

以
下
の
内
容
の
意
見
を
述
べ
た
。︿
経
済
的
利
益
を
化
体
し
た
権
利
（
漁

業
権
は
こ
れ
に
あ
た
る
）
に
基
づ
く
物
権
的
請
求
権
の
行
使
は
、
①
権
利

侵
害
を
除
去
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
が
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避

で
き
る
損
害
額
を
上
回
り
、
か
つ
、
②
請
求
権
者
が
被
っ
た
損
害
（
将
来

被
る
損
害
を
含
む
）
が
全
額
弁
償
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
別
段
の
事
由

が
な
い
限
り
、
権
利
濫
用
の
法
理
に
よ
っ
て
抑
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。﹀

二　

令
和
二
年
二
月
二
八
日　

第
二
小
法
廷
判
決
（
裁
判
長
）

運
送
会
社
の
従
業
員
（
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
）
が
就
労
中
に
起
こ
し
た
交

通
事
故
に
関
し
て
当
該
従
業
員
が
被
害
者
に
対
し
て
賠
償
金
を
支
払
っ
た

場
合
に
は
そ
の
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
会
社
に
対
し
て
求
償
し
得
る
と

す
る
法
廷
意
見
を
述
べ
た
う
え
で
大
要
以
下
の
内
容
の
補
足
意
見
を
付
し

た
。︿
求
償
権
の
被
請
求
者
が
大
手
上
場
会
社
で
あ
り
、
請
求
者
が
同
社

専
従
の
従
業
員
で
あ
る
場
合
、
被
請
求
者
は
支
払
わ
れ
た
賠
償
金
の
大
半

を
負
担
す
べ
き
で
あ
り
、
全
額
を
負
担
す
べ
き
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
賠
償
金
の
支
払
い
を
当
該
従
業
員
の
私
的
負
担
と
す
れ
ば

同
人
に
著
し
い
不
利
益
が
生
じ
る
の
に
対
し
て
、
多
数
の
運
転
手
を
用
い

て
運
送
事
業
を
営
む
会
社
は
変
動
係
数
の
小
さ
い
確
率
分
布
に
従
う
偶
発

的
財
務
事
象
と
し
て
こ
れ
に
合
理
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
当
該
会
社
の
最
終
的
な
利
益
帰
属
主
体
で
あ
る
同
社
の
株
主
は

分
散
投
資
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
が
負
担
す
る
リ
ス
ク
を
自
己
の
選

好
に
応
じ
て
調
整
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。﹀

三　

令
和
二
年
九
月
一
六
日　

第
二
小
法
廷
決
定
（
裁
判
長
）

業
と
し
て
タ
ト
ゥ
ー
の
施
術
を
行
う
こ
と
が
医
師
法
違
反
と
な
る
か
否

か
が
問
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
医
師
法
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
す
る

法
廷
意
見
を
述
べ
た
う
え
で
大
要
以
下
の
内
容
の
補
足
意
見
を
付
し
た
。 

︿
タ
ト
ゥ
ー
の
施
術
が
医
行
為
に
あ
た
る
と
い
う
解
釈
を
と
れ
ば
タ

ト
ゥ
ー
の
施
術
を
業
と
し
て
行
う
者
は
本
邦
か
ら
消
失
す
る
可
能
性
が
高

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
健
全
な
動
機
か
ら
タ
ト
ゥ
ー
の
施
術
を
求
め
る
者

も
少
な
く
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
（
公
共
空
間
に
お
け
る
タ
ト
ゥ
ー
の
露

出
の
可
否
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
る
余
地
は
あ
る
と
し
て
も
）
タ
ト
ゥ
ー

の
施
術
に
対
す
る
需
要
そ
の
も
の
を
否
定
す
べ
き
い
わ
れ
は
な
く
、
そ
の

よ
う
な
需
要
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
を
強
制
的
に
作
り
出
す
よ

う
な
法
解
釈
を
行
う
こ
と
は
福
利
の
最
大
化
と
い
う
立
法
の
理
念
に
反
し

て
い
る
。﹀

四　

そ
の
他
の
主
要
な
裁
判

参
議
院
議
員
の
議
員
定
数
配
分
規
定
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
た
令
和
二
年

一
一
月
一
八
日
大
法
廷
判
決
及
び
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
を
採
用
し
な
い
現

行
の
民
法
及
び
戸
籍
法
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
た
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大

法
廷
決
定
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
及
び
反
対
意
見
を
述
べ
た
。

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

法
の
解
釈
が
異
な
れ
ば
人
々
の
行
動
が
変
わ
り
、
人
々
の
行
動
が
変
わ
れ

ば
社
会
の
あ
り
よ
う
が
変
わ
り
ま
す
。
司
法
に
は
こ
の
よ
う
な
働
き
が
あ
る

こ
と
を
心
に
刻
み
、
微
力
な
が
ら
、
豊
か
で
公
正
で
寛
容
な
社
会
の
形
成
に

資
す
る
判
決
・
決
定
の
作
成
に
傾
注
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。


